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令和６年度建設産業女性活躍加速化促進事業委託企画提案競技募集要項 

 

１．目的 

  大分県の建設産業では、就業者の高齢化と新規入職者の減少により、担い手の確保が喫緊

の課題となっている。一方で、県内建設産業の女性の就業割合は、他産業と比較して低く、女性

の活躍の可能性が大いにある産業である。 

そこで、経営者向けのトップセミナーや、急速に進展する建設現場の情報化等を活用し、測量

や情報発信能力等を取得するスキルアップ講座等を実施し、併せて女子高校生等の若年層に

対して建設産業の女性活躍の情報発信を行うことで、県内建設産業における女性等の活躍のさ

らなる加速化を図るものである。 

 

２．契約に付する事項 

（１）業務名 

令和６年度建設産業女性活躍加速化促進事業委託 

（２）履行場所 

県内 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和７年３月１５日まで 

（４）業務概要 

  別紙「令和６年度建設産業女性活躍加速化促進事業委託仕様書」による。 

（５）限度額 

   １９，０３７，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

 

３．参加資格 

 企画提案競技へ参加できる者は、次の各号の要件に該当する者とする。 

 なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。 

（１）事業の受託業務に関するノウハウを有し、次の各項目に該当すること。 

  ①事業の実施にあたり、専任の担当者を配置し、県との打合会等に担当者等を出席させ

ることが可能な者であること。 

  ②大分県から要請があった場合に、２日以内に担当者等を派遣することが可能な者で

あること。 

  ③宗教活動または政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

  ④特定の公職者（その候補者を含む。）又は政党を推薦し、支持し、または反対するこ

とを目的とする者でないこと。 

  ⑤地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者で

あること。 
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⑥自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に

掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

    （ア）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

    （イ）暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

    （ウ）暴力団員が役員となっている事業者 

    （エ）暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

    （オ）暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契

約等を締結している者 

    （カ）暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者 

    （キ）役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非

難される関係を有している者 

    （ク）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

  ⑦国税及び県税の滞納がないこと。 

 

４．企画提案競技参加申込 

（１）企画提案競技への参加を希望する者は、次に定める①～⑥の必要書類を提出すること。 

提出部数は、各１部とするが、⑥については、７部提出のこと。 

①企画提案競技参加申込書（別紙様式１） 

②誓約書（別紙様式２） 

  ③会社（団体）概要（別紙様式３） 

  ④都道府県民税納税証明書（写しは不可）※発行後３箇月以内のもの 

  ⑤国税納税証明書（その３の３）（写しは不可）※発行後３箇月以内のもの 

⑥会社の概要書（パンフレット等会社の業務内容が確認できる書類。写しでも可。） 

（２）提出期限 

  令和６年４月３０日（火）１４：００必着 

  （郵送（簡易書留等、配達の記録が残る方法とする）または持参すること。） 

（３）参加申込書及び資格審査書類提出先 

  〒870-8501 大分県大分市大手町３丁目１番１号 

  大分県土木建築部 土木建築企画課 建設業指導班 

  ＴＥＬ：097-506-4516 ＦＡＸ：097-506-1770 E-mail：a17000@pref.oita.lg.jp 

（４）参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、「辞退届」（別紙様式４）を提出するこ

と。 

 

５．質問の受付及び回答 

（１）受付方法 
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  質問の受付は、全て「質問書」（別紙様式５）にて行うものとし、ＦＡＸもしくはメー

ルで提出すること。なお、必ず送付したことを電話連絡し、着信を確認すること。 

（２）質問書の提出先及び提出期限 

  ①提出期限：令和６年４月３０日（火）１４：００まで 

  ②提出先：〒870-8501 大分県大分市大手町３丁目１番１号 

       大分県土木建築部 土木建築企画課 建設業指導班 

         ＴＥＬ：097-506-4516 ＦＡＸ：097-506-1770  

E-mail：a17000@pref.oita.lg.jp 

（３）回答 

   参加申込みのあった者全てに対して、メールで随時回答する。なお、提案内容の核と

なる質問については、質問者のみに回答する。 

 

６．企画提案書等 

（１）企画提案書等作成上の条件 

  企画提案書等の作成、提出等に要する経費については、参加業者の負担とする。 

（２）企画提案における必須項目 

  様式は任意とするが、下記の項目を盛り込んだものとすること。 

  ①事業の内容及び方法 

   ・セミナーや講座、ネットワーク構築、情報発信の内容、手法を具体的に示すこと 

   ・実施時期（全体スケジュール）や実施方法 

   ※仕様書に記載している事業内容以外での提案がある場合は加点対象とする 

  ②見込まれる波及効果 

  ③過去の類似業務の実績 

  ④関係機関との協力体制 

⑤委託業務の執行体制 

（３）特記事項 

  上記の他に、本事業における自社の優位性等があれば記載すること。 

（４）概算経費 

  本事業に必要な経費の見積書を添付すること。（任意様式） 

（５）提出期限等 

  ①提出期限：令和６年５月８日（水）１７：００必着 

  ②提出方法：郵送（簡易書留等、配達の記録が残る方法とする）又は持参 

  ③提出書類：７部（正本１部、副本（正本の写し）６部）提出すること。 

  ④提出先：〒870-8501 大分県大分市大手町３丁目１番１号 

       大分県土木建築部 土木建築企画課 建設業指導班 
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７．審査方法 

（１）提案書の審査 

審査委員会を設置し、最優秀と決定された提案を採用する。審査については、評価点方

式による審査とする。 

（２）プレゼンテーション 

  開催日：令和６年５月１４日（火）１０時００分～ 

  開催場所：県庁舎新館地下２階 B２３会議室（大分市大手町 3-3-1） 

  審査委員会の審査の際、提案者によるプレゼンテーションを実施する。なお、時間等の

詳細については別途提案者に通知する。 

（３）審査基準 

別紙「審査基準表」に基づき総合的に行う。 

（４）審査結果の通知 

  審査の結果については、後日、提案者あて通知する。 

  ※なお、審査等に関する照会、問い合わせには一切応じない。 

 

８.協議による企画提案内容の変更 

 選定した企画提案をもとに実施することを基本とするが、準備段階で県と受託者との協

議の中で生じた工夫や関係機関の調整等から、修正が必要となるときは、企画提案内容の変

更もあるものとする。 

 

９．その他企画提案等にかかる留意事項 

（１）説明書の承諾 

提案者は、企画提案書の提出をもって、本仕様書の記載内容を承諾したものとみなす。 

（２）提案書類の返却 

提出書類については返却しない。なお、提出書類は選定業務以外に使用しない。 

（３）提出書類の追加・修正等 

  一旦提出された提案書類の差し替え及び追加、削除は理由の如何に関わらず一切認め

ない。 

（４）提案に要する費用負担 

  提案書類に作成及び提出等に要する費用は提案者の負担とする。 

（５）提案者の欠如事由 

  提案者が次の事項に該当した場合は、失格とする。 

  ①提案書類の提案期限を過ぎた場合。 

  ②提出に参加する資格がない者が提案したとき。 

③住所、氏名、印影若しくは重要な文書の誤脱、その他提出書類に虚偽の記載をした場

合。 
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  ④その他、提示した事項及び企画提案に関する条件に違反したとき。 

（６）事業実施にあたっては、土木建築企画課と協議のうえ進めること。 

（７）その他、定めのない事項について、地方自治法、同法施行令及びその他関係法令並び

に大分県個人情報保護条例、大分県会計規則及びその他の大分県が制定する関係条

例規則等に従うこと。 

（８）本業務に基づく成果物に関する著作権及び使用権は、すべて県に帰属するものとし、

無断で公表・譲渡・貸与または、使用してはならない。 

 

１０．問合せ先 

  大分県土木建築部 土木建築企画課 建設業指導班 

  〒870-8501 大分県大分市大手町３丁目１番１号 

  ＴＥＬ：097-506-4516 ＦＡＸ：097-506-1770 E-mail：a17000@pref.oita.lg.jp 


